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（九州地区高等学校進路指導研究協議会統一用紙）

　このたび、貴社から採用内定通知をいただきましたので、卒業のうえは就職
することを承諾いたします。
　なお、卒業時の健康状態が採用選考時と著しく異なり、貴社の勤務に耐えられ
ないと診断された場合は、学校を含めた三者で協議させていただきます。
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（注１）従来、採用内定通知に対応して、採用内定者に提出を求められていた「就職承諾書」・
　　　「入社承諾書」・「請書」等によると、その大多数は採用時における健康状態については、
　　　一方的に企業側の医師の診断のみにゆだねられていましたが、学校側（校医）と協議する
　　　旨の内容を加えております。

（注２）このほか、「労働契約書」（誓約書、約定書等）、「身元保証書」（身元引受書、保証人調書等）、
　　　「家族調書」（従業員調書、自己申告書等）の書式の提出を求められる場合がありましたが、
　　　入社日以前には一切提出しないことにいたしました。
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　企業が要求する身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、その損
害賠償を保証するという性質のものですが、使用者と労働者との間に対等な労働
契約があるとすれば、さらに労働者に身元を保証させる必要はあまりないと考え
られます。

令和



保険会社などが取
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り扱っています。
　なお、身元保証書を提出させる場合は、入社後でなければいけません。採用選
考の際や、採用内定後であっても入社前に提出を求めないようにしてください。
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　確かに、従業員の居住場所や緊急連絡先の確認、社会保険・税金などの手続き、
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問題事例　採用内定後に提出させる身上書に本籍・家族の職業等の項目を設定

〈考え方〉

　この事業所では、内定後、入社後の雇用管理の参考にするため身上書の提出を求めましたが、そ
の内容が多岐にわたっていた上、本籍、家族の職業、宗教等の項目がありました。
　採用したのだからどんな書類をとってもよいというものではなく、採用内定者の個人情報の把握
については、『公正な採用選考』の考え方に準じて、基本的人権を尊重した対応が求められます。
同和問題などの人権問題の正しい理解と認識の下に、従業員の基本的人権を尊重し差別のない職場
を作るため、雇用管理上の合理的な必要性が認められる範囲に限って把握するようにしましょう。

【参考《マイナンバーの提供を求める時期》】

　○社会保障・税に関する手続書類の作成事務が発生した時点が原則です。
　○契約を締結した時点等のその事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されてい
　　ます。
　　＊例えば、給与所得の源泉徴収票等の作成事務の場合は、雇用契約の締結時点で事業主から
　　　従業員にマイナンバーの提供を求めることも可能であると解されています。
　　＊雇用契約を締結する前（採用面接時等）に事業主から採用選考対象者等にマイナンバーの
　　　提供を求めることはできません。
　　＊いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから、一律に取り扱
　　　うことはできませんが、例えば「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合（正
　　　式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等）には、その時点でマイ
　　　ナンバーの提供を求めることができると解されています。

（注）「住民票記載事項証明書」とは、本人等の請求に基づき、氏名・住所・生年月日な
　　　どの所定事項が住民票に記載されていることを、市・区役所や町村役場が証明する
　　　書類。請求人が作成した書面に役所・役場が証明をする場合と、役所・役場側が定
　　　めた様式の証明書が発行される場合がある。
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企業名等を公表


